
MI2012-8 
 

 

船舶インシデント調査報告書 

 
 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  １ 漁船第六十八豊松丸運航不能（機関損傷） 

   仙台事務所 

  ２ プレジャーボートみずき丸運航不能（船外機脱落） 

   門司事務所 

  ３ 漁船第三十一明生丸運航不能（機関損傷） 

  ４ 漁船一八春日丸運航不能（機関損傷） 

   長崎事務所 

  ５ 漁船第三十一幹丸運航不能（機関損傷） 

  ６ 漁船海神運航不能（機関損傷）  

  ７ 遊覧船ガブリエラ運航阻害 

   那覇事務所 

  ８ 漁船光丸運航阻害 

 

 

 

 

 

 

平成２４年８月３１日 

 

 
         運 輸 安 全 委 員 会      

Japan Transport Safety Board 
 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置

法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを

目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 

 

 

 

 

 

 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次

のとおりとする。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 漁船海神運航不能（機関損傷） 
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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２４年７月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年１１月１３日 １７時１０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市樺
かば

島東北東方沖 

樺島灯台から真方位０７７°８.５海里付近 

（概位 北緯３２°３５.０′ 東経１２９°５６.４′） 

インシデント調査の経過 平成２３年１２月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 海神
かいじん

、１１トン  

ＮＳ２－１０７１１（漁船登録番号）、株式会社 勉
つとむ

水産 

１４.８５ｍ（Lr）×３.６８ｍ×１.３５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成１４年２月１３日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成６年２月２４日 

 免許証交付日 平成２０年１０月２７日 

        （平成２６年２月２３日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 主機の５番シリンダのピストン及びシリンダライナが破損、連接棒が曲

損、シリンダブロック破損、主機の１、３、４及び６番シリンダのピスト

ンボス部に亀裂 

インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、樺島東北東方沖を航行中、平成２３

年１１月１３日１７時１０分ごろ機関室からの異常音の発生とともに主機

回転数が低下した。 

船長が、主機を停止して機関室内を点検したところ、５番シリンダのシ

リンダブロックが破損し、潤滑油が噴き出していたので、主機の使用を断

念し、僚船にえい
．．

航されて長崎市長崎港（三重地区）に帰港した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

その他の事項  本船は、平成１７年３月に中古で購入されたのち、主機が年間約２,００

０時間使用されており、平成２２年３月に発生した２番シリンダのピスト

ン破損事故に伴い、全シリンダのピストン及びシリンダライナを交換した

が、その後、開放整備は実施していなかった。 

 船長は、出港前、主機の潤滑油量及び冷却清水量を確認するとともに、

主機周りの点検を行い、異常を認めなかった。 

 主機は、本インシデント後、全シリンダの燃料噴射弁チップが溶損して
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 いることが判明した。 

 機関取扱説明書には、燃料噴射弁の抜出し整備を運転時間２,５００時間

ごとに又は１年経過ごとに実施するよう記載されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

あり 

あり 

なし  

本船は、樺島東北東方沖を航行中、排気温度が

高い状態で主機の運転を続けていたことから、５

番シリンダでピストンが過熱膨張して焼き付き、

破損した同ピストン及び連接棒が当たってシリン

ダブロックが破損し、運航不能になったものと考

えられる。 

主機は、全シリンダの燃料噴射弁チップの溶損

が確認されたことから、全シリンダが燃料の噴霧

不良な状態で運転され、燃焼不良に伴い、燃料消

費が増大し、排気温度が高い状態の運転が続いて

いたものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、樺島東北東方沖を航行中、排気温度が高い

状態で主機の運転を続けていたため、ピストンが過熱膨張し、焼き付いた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・燃料噴射弁は、機関取扱説明書に従い、適宜、抜出し整備を実施する

こと。 

 

 


